
♥地域で見守る仕組みづくり♥

●問い合わせ　高齢福祉課（本庁舎北別棟 1 階　☎ 34－3237 ｆ34－3026）

　
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

　
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」

と
は
、
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
、
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
・
介

護
・
予
防
・
住
ま
い
・
生
活
支
援

が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
仕
組
み

の
こ
と
で
す
。

「
松
本
モ
デ
ル
」
の
構
築

　

松
本
市
は
現
在
、
市
内
の
全
35

地
区
に
「
地
域
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
」
を
設
置
し
、
特
色
あ
る
地
域

づ
く
り
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
・

松
本
モ
デ
ル
」
は
、
こ
れ
ま
で
取

り
組
ん
で
き
た
、
地
域
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
や
公
民
館
、
福
祉
ひ
ろ
ば

で
の
住
民
主
体
の
地
域
づ
く
り
活

動
を
土
台
と
し
て

①
医
療
と
介
護
の
専
門
職
が
連
携

し
た
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

②
向
こ
う
三
軒
両
隣
の
よ
う
な
地

域
の
支
え
合
い

の
仕
組
み
を
加
え
、
構
築
す
る
も

の
で
す
。

　

地
域
の
拠
点
を
最
大
限
生
か
し
、

住
民
と
医
療
・
介
護
関
係
者
、
行

政
関
係
者
が
顔
の
見
え
る
関
係
を

築
き
、
高
齢
者
を
地
域
全
体
で
見

守
る
仕
組
み
を
整
備
し
ま
す
。

本市では、急速な超少子高齢型人口減少社会に対応するため、
「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。

　誰もが住み慣れた地域で、尊厳のあるその人らしい生活が持続できるよう、
「地域づくり」という本市の特性を生かした、
松本独自のシステム構築を目指しています。

「地域包括ケアシステム・松本モデル」イメージ図

地域包括ケアシステム・松本モデル

松本市地域包括ケア協議会

地域ケア会議

医療・介護・生活支援について検討

地域づくりセンター
公民館
福祉ひろば

地域包括支援センター等

町会活動
民生委員活動

社会福祉協議会
等の活動

全市的課題

医療 介護

生活支援

在宅高齢者等
「地域づくり」と
一体化した

住民主体の仕組み
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⑧
関
係
市
村
と
の
連
携
に

　

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
実

現
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し

て
、「
地
域
ケ
ア
会
議
」
が
あ
り

ま
す
。

　

医
療
と
介
護
の
専
門
職
と
、
住

民
の
皆
さ
ん
が
、
顔
の
見
え
る
関

係
を
作
り
、
困
り
ご
と
な
ど
の
情

報
を
共
有
し
、
役
割
分
担
を
し
な

が
ら
、
課
題
抽
出
や
解
決
方
法
を

検
討
す
る
場
が
「
地
域
ケ
ア
会

議
」
で
す
。　　

　

地
域
ケ
ア
会
議
で
抽
出
さ
れ
た

地
域
の
課
題
は
、
地
域
で
解
決
す

る
こ
と
を
基
本
と
し
、
全
市
的
な

課
題
は
、「
松
本
市
地
域
包
括
ケ

ア
協
議
会
」
で
協
議
さ
れ
、
市
の

政
策
に
反
映
で
き
る
よ
う
、
政
策

提
言
を
行
い
ま
す
。

　

　
医
療
と
介
護
が
連
携
し
た

　
　
　
　
　
在
宅
サ
ー
ビ
ス

　

本
市
で
は
、
在
宅
医
療
・
介
護

連
携
推
進
事
業
と
し
て
、

①
地
域
の
医
療
・
介
護
の
資
源
の

把
握　

②
課
題
の
抽
出
と
検
討

③
切
れ
目
の
な
い
在
宅
医
療
と
在

宅
介
護
の
提
供
体
制
の
構
築　

④
医
療
・
介
護
関
係
者
の
情
報
共

有
支
援　

⑤
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
に
関
す

る
相
談
支
援

⑥
関
係
者
の
研
修　

⑦
地
域
住
民
へ
の
普
及
啓
発

　地域住民が互いに支え合う、「地域福祉活動」を行う団体に対して
補助金等を交付します。

地域福祉活動事業への補助

●対象となる団体　
　市内を活動拠点とする、3人以上の任意団体（ボランティア団体、
高齢者クラブ等）で、下記の地域福祉活動を行うもの。

●申請
　申請前には、事前協議が必要です。
　30年 5月末日までにご相談ください。

●受け付け・問い合わせ　
　福祉計画課（東庁舎2階　☎34－3227 ｆ34－3204）

●対象となる地域福祉活動　
　健康づくり・居場所づくり（身体機能回復を目的とした活動や、住
民が集う居場所づくりの活動）、外出支援（買い物や通院等の外出支
援活動）、家事支援（掃除、洗濯等自宅での家事支援活動）等の活動

　
向
こ
う
三
軒
両
隣
の

　
　
　
　
　
　
　
支
え
合
い

　

現
在
、
市
内
３
地
区
（
四
賀
、

岡
田
、
第
二
）
で
、
住
民
同
士
に

よ
る
支
え
合
い
活
動
の
進
め
方
等

を
検
討
し
、
手
順
を
ま
と
め
た
支

援
ガ
イ
ド
の
作
成
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

こ
の
ガ
イ
ド
を
活
用
す
る
な
ど

し
て
、
市
内
35
地
区
全
て
で
、
住

民
主
体
の
支
え
合
い
活
動
を
推
進

し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
地
域
住
民
が
互
い
に

支
え
合
う
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、

「
地
域
福
祉
活
動
事
業
へ
の
補
助
」

制
度
を
設
け
ま
し
た
。（
左
記
の

と
お
り
）

　

「
住
民
」「
専
門
職
」

　
　
　
　
「
行
政
」
の
協
働

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
に
向
け
て
、
理
解
を
深
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
を
他
人
事
で
は
な

く
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
捉
え
る

た
め
に
、「
住
民
」「
介
護
・
医
療

の
専
門
職
」「
行
政
」
が
協
働
で

取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

医
療
と
介
護
の
連
携
に
よ
る
在
宅

サ
ー
ビ
ス
と
住
民
同
士
の
支
え
合

い
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
安
心
し

て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
市

と
し
て
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

岡田地区松岡町会「みのりの会」の活動の様子

岡田地区地域ケア会議の様子

●団体への財政支援　
事業名 限度額 補助率 補助内容

支
え
合
い

活
動
事
業

健康づくり・
居場所づくり事業 5万円

10/10以内
おおむね65歳以上の住民を対象
に団体が企画・運営を行う活動
（月 1回以上定期的に行い、参加
者がおおむね10人以上のもの）

外出支援事業 10万円
家事支援事業 5万円

基
盤
整
備
事
業

団体設立事業 5万円
10/10以内

支え合い活動事業を行う団体の
設立に係る初期的経費

居場所設備整備事業 5万円 支え合い活動を行う地域住民の
居場所整備に係る初期的経費

居場所改修整備事業 35万円 3 / 4 以内 空き家などを居場所として利用する際の改修整備に係る経費

支え合い活動運営事業 5万円 10/10以内 支え合い活動を行う場所の利用料または賃借料
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